
令和６年度 第１回さいたま市景観審議会

令和７年１月２２日 さいたま市 都市計画課

景観重要樹木の指定について

議案１



○景観重要樹木の指定とは

目的 ・良好な景観の形成
【景観法第２８条・さいたま市景観計画】

維持
管理
義務

・現状変更に対する規制
・適切な管理の義務付け

効果
地区における景観形成の核づくり

地区住民の景観意識の醸成

景観重要樹木指定制度の積極的な活用促進

景観重要樹木の指定
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道路その他の公共の場所から容易に望見することができ、
以下のいずれかに該当する樹木のうち、良好な景観形成に
重要と認められるものを所有者と協議し、景観重要樹木と
して指定します。

一 歴史的・文化的意義のある樹木
二 特徴的な樹容の樹木
三 地域のシンボルとして市民に親しまれている樹木

景観重要樹木の指定の方針（さいたま市景観計画）



○さいたま市の景観重要樹木

岩槻小学校のイチョウ
（岩槻区）

平成22年12月17日指定

JR西大宮駅北口駅前広場の
シンボルツリー ツガ・ケヤキ

（西区）
平成22年12月17日指定

JR土呂駅東口駅前広場のアカマツ（３本）
（北区）

平成31年3月27日指定

大砂土東小学校のマツ（２本）
（北区）

令和4年12月1日指定
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○指定候補の位置

浦和駅【指定候補】
常盤公園
クスノキ

大宮駅
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○指定候補の位置

浦和駅

大宮駅
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○指定候補の概要

名称 常盤公園のクスノキ

所在地 さいたま市浦和区常盤1-8
（常盤公園内）

所有者 さいたま市

文化の小径ゾーン
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○景観重要樹木の評価
さいたま市景観計画による指定の方針

評価
指定の方針 １ 道路その他の公共の場所から誰もが容易に

望見することができる

２ 下記 一 〜 三 のいずれかに該当

一 歴史的・文化的意義のある樹木

二 特徴的な樹容の樹木

三 地域のシンボルとして市民に親しまれている樹木

３ 良好な景観の形成に重要と認められるもの



○指定候補の評価１

周囲の道路等から容易に望見できる。
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北側 西側
東側

写真入れる
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○景観重要樹木の評価
さいたま市景観計画による指定の方針

評価

指定の方針 １ 道路その他の公共の場所から誰もが容易に
望見することができる。

２ 下記 一 〜 三 のいずれかに該当

一 歴史的・文化的意義のある樹木

二 特徴的な樹容の樹木

三 地域のシンボルとして市民に親しまれている樹木

３ 良好な景観の形成に重要と認められるもの

○
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○指定候補の評価２の一

慶長年間
（1596年〜1615年）

徳川家康が民情査察を兼ねた鷹狩の際、休憩、宿泊
のため、この地に浦和御殿を建設
浦和御殿取り壊し以降、幕府直轄地の「御林」

明治26年（1893年） 浦和地方裁判所設置
昭和51年（1976年） 常盤公園開設
令和 4年（2022年） 常盤公園再整備

浦和宿絵図（出典︓さいたま市HP） 浦和地方裁判所（出典︓さいたま市アーカイブズセンター）



11

○指定候補の評価２の一
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○指定候補の評価２の一

この地は北足立郡浦和町
本宿と呼ばれ明治二十六
年浦和地方裁判所が新築
落成してより埼玉県の司
法史上に八十年の足跡を
印した記念すべき地であ
る。
都市における市民生活の
中に緑りと光りの空間を
確保する為である。
起工に当たりこの公園が
市民から愛し親しまれて
永遠に栄えることを記念
してこの碑を置く。
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○景観重要樹木の評価
さいたま市景観計画による指定の方針

評価

指定の方針 １ 道路その他の公共の場所から誰もが容易に
望見することができる。 ○

２ 下記 一 〜 三 のいずれかに該当

一 歴史的・文化的意義のある樹木

二 特徴的な樹容の樹木

三 地域のシンボルとして市民に親しまれている樹木

３ 良好な景観の形成に重要と認められるもの

○



○指定候補の評価２の二
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○指定候補の評価２の一
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○景観重要樹木の評価
さいたま市景観計画による指定の方針

評価

指定の方針 １ 道路その他の公共の場所から誰もが容易に
望見することができる。 ○

２ 下記 一 〜 三 のいずれかに該当

一 歴史的・文化的意義のある樹木 ○

二 特徴的な樹容の樹木

三 地域のシンボルとして市民に親しまれている樹木

３ 良好な景観の形成に重要と認められるもの

○
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○指定候補の評価２の三
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○景観重要樹木の評価
さいたま市景観計画による指定の方針

評価

指定の方針 １ 道路その他の公共の場所から誰もが容易に
望見することができる。 ○

２ 下記 一 〜 三 のいずれかに該当

一 歴史的・文化的意義のある樹木 ○

二 特徴的な樹容の樹木 ○

三 地域のシンボルとして市民に親しまれている樹木

３ 良好な景観の形成に重要と認められるもの

○



○指定候補の評価３

・昔からの地域の景観を継承
・都市部の貴重な緑資源として良好な景観を形成

地域および市内の良好な景観形成に寄与

・地域の方々にも親しまれている

指定により （１）良好な景観の継承
（２）景観継承事例としての発信
（３）地域の意識醸成・関心向上

19



○景観重要樹木の評価
さいたま市景観計画による指定の方針

評価

指定の方針 １ 道路その他の公共の場所から誰もが容易に
望見することができる ○

２ 下記 一 〜 三 のいずれかに該当 ○

一 歴史的・文化的意義のある樹木 ○

二 特徴的な樹容の樹木 ○

三 地域のシンボルとして市民に親しまれている樹木 ○

３ 良好な景観の形成に重要と認められるもの ○
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令和６年 ７月 管理者 南部公園整備課 ※所有者︓さいたま市
（樹木所管課︓南部公園整備課）

１１月 景観法第２８条第２項に基づく
所有者（樹木所管課）の意見聴取

１２月 指定候補（案）の選定

令和７年 １月２２日
（本日）

さいたま市景観条例第２６条第１項に基づく
さいたま市景観審議会での意見聴取

2月以降 指定及び告示

○指定の手続き
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以上で議案の説明を終了します。

ご審議をお願いいたします。
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